
１．事業の成果

２．事業の実施に関する事項

(1)　特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従業員

の人数

受益対象者の範囲

及び人数

就労・生活相談支

援事業

ニート・ひき

こもり支援

ニート・ひきこもり状態の方

および関係する家族等に対し

就労・生活に関する相談支援

を実施した。

5月1日〜

3月31日

わーく

(奈良市西

大寺）

2人

ニート・ひきこもり

状態にあるもの等

23人（計画20人）

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律に基づく

特定相談支援事業

特定相談支援

事業

障がいのある方に対し、障害

福祉サービス提供に関する

サービス等利用計画の作成を

実施した。

11月1日

〜

3月31日

わーく

(奈良市西

大寺）

2人

障害福祉サービス等

利用者

10人(計画12人）

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律に基づく

障害福祉サービス

事業

就労移行支援

事業

障がいのある方に対し、障害

福祉サービス（就労移行支援

事業）の提供を実施した。

6月1日〜

3月31日

ワークラ

ボ(奈良市

西大寺）

5人

障害福祉サービス等

利用者

20人（計画10人）

平成２７年度　事業報告書

平成２７年４月１７日から平成２８年３月３１日

特定非営利活動法人ならサポートワークラボ

平成27年1月に急遽、当法人を設立することとなり、平成27年1月24日(土)三笠公民館において設立総会を開

催しました。その後法人設立に必要な手続きを進め、4月初旬に4月6日に設立の認証を受け、4月17日に法務

局にて登記することができました。

当法人は、周囲の方から合理的配慮を必要とする方に地域資源と連携して、日常生活及び社会生活を総合的

に支援し、個々人に合った社会参加等に関する相談および自信の回復と福祉サービスを活用した支援を行

い、一人ひとりが生きがいを持って地域で生活できるように寄与することを目的として活動を始めました。

具体的には、5月からニート・ひきこもり相談支援「わーく」を開始し、6月から障害福祉サービスにおける

就労移行支援事業「ワークラボ」を開所、順次対象者の受け入れを行いました。さらに、11月から特定相談

支援事業「わーく」（ニート・ひきこもり支援併設）を開始し、ワークラボ利用者のサービス等利用計画の

作成および相談支援の強化を図りました。詳細につきましては、別添「平成27年度ならサポートワークラボ

利用者状況」及び「平成27年度ならサポートワークラボ活動実績」を参照ください。

(2)　その他の事業（該当年度は実績ありません）


